
第１４回
広陵町自治基本条例推進会議

日時：令和８年２月１３日（金） 午前１０時から正午まで

場所：広陵町役場３階 大会議室

資料１
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広陵町では

未来へつなぐまちづくりのために

「広陵町自治基本条例」を制定しています。

広陵町に関わるすべての人が参画・協働できる

素敵なまちをつくっていきましょう！

２



見直しのポイント

・社会情勢の変化
・町内の諸活動が条例の規定と合わなくなった
・条例の規定が存在しない
・町民、議会から改正の声が大きくなった
・法律等が改正され、齟齬が生じた
・その他特別な事情（町の合併、条例自体の廃止等）

これら上記の要件を勘案し、逐条解説の変更で対応できるか、
条文の改正をしなければならないのかを検討する。

《条例改正の要件》
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見直しの結果（条例改正）
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【改正内容】
個人情報保護に係る用語の整理
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７

号）第５０条及び第５１条の規定により、個人情報の保護に関する法律（平成１５年 法律
第５７号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）
及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）
が個人情報の保護に関する法律に統合されたことを受け、本町における個人情報に係る
例規整備が行われたところ
広陵町自治基本条例における個人情報保護に係る規定においても、所用の用語の整理

を行うもの
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・推進会議での検証内容を反映
・内容がわかりやすくイメージできるように、図や表の
挿入
・関連する「広陵町まちづくり推進計画」等と連動する
ようQRコードを追記 など

見直しの結果（逐条解説書改訂）



見直しにおける今年度のスケジュール

5月20日 第１０回推進会議 ：広陵町自治基本条例推進会議 ：諮問・これからの進め方

7月１日 第１回 庁内WG ：前半の条例の確認（第１章～第６章）

7月14日
第１１回推進会議 ：庁内WGの意見について報告（第１章～第６章）

推進委員の意見について（第１章～第６章）

第2回 庁内ＷＧ ：第１１回推進会議での意見等報告・検討（第１章～第６章）
後半の条例の確認（第７章～）8月６日

9月2日

第１２回推進会議 ：前回出た意見についてまとめ報告（第１章～第６章）
庁内WGの意見について報告（第７章～第１１章）
推進委員の意見について（第７章～第１１章）

※第６章までは見直し結果を修正し、次回の推進会議で修正版を提示

※この時点で、第６章までは修正版を確定、第７章以降は次回庁内ＷＧで報告

６



見直しにおける今年度のスケジュール

10月9日 第３回 庁内WG ：第１２回推進会議での意見等報告・検討（第７章～第１１章）

11月20日
第１３回推進会議 ：前回出た意見についてまとめ報告（第７章～第１１章）

全体を通しての加筆・修正等（第１章～第１１章）

パブリックコメント
１２月19日
～１月19日

12月9日 第5回 計画推進部会：施策実施状況報告書の評価・検証（第１回）

※第１１章まで見直し結果を修正し、次回の推進会議で修正版を提示

※この時点で、第１１章まで修正版を確定

12月4日 第5回 条例周知部会 ：シンポジウムのチラシ・アンケートの検討（第１回）
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12月17日 第6回 条例周知部会 ：シンポジウムのチラシ・アンケートの検討（最終）



見直しにおける今年度のスケジュール

1月24日 広陵町自治基本条例シンポジウム開催

２月上旬
第４回 庁内WG ：パブリックコメントの意見に対する回答案の作成

改正案の最終確認

２月13日

第１４回推進会議 ：パブリックコメントの意見に対する回答案の調整
各部会の報告
シンポジウムの結果報告
町長への答申案

自治基本条例・逐条解説 見直し 議会上程・報告3月
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1月15日 第6回 計画推進部会：施策実施状況報告書の評価・検証（最終）


